
住 づ 号 外

令和２年７月 27 日

静岡県居住支援協議会 会員 代表者

静岡県住宅振興協議会 会員 代表者 様

市町住宅セーフティネット担当課長

静岡県くらし・環境部

建築住宅局住まいづくり課長

住居を失うおそれが生じている方への支援について（その６）

平素より、住宅施策の推進に御協力いただき、ありがとうございます。

このことについて、国土交通省住宅局安心居住推進課及び住宅総合整備課か

ら別添のとおり通知がありました。

つきましては、別添該当事項に留意の上、静岡県居住支援協議会及び静岡県

住宅振興協議会会員代表者におかれましては、引き続き、住居を失うおそれが

ある方の居住安定確保に御協力いただきますようお願いします。

また、市町住宅セーフティネット担当課長におかれましては、生活困窮者自

立支援部局、民生部局等と連携し、住居を失うおそれがある方の居住安定確保

を図っていただきますようお願い致します。

担 当 計画班 山口・中村
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事  務  連  絡 

令和２年７月17日 

 

各都道府県住宅担当部局 御中 

国土交通省住宅局安心居住推進課 

住宅総合整備課 

 

住居を失うおそれが生じている方への支援について（その６） 

 

平素より、住宅施策の推進にご協力いただき、ありがとうございます。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況の中、住居を失うおそれが生じて

いる方へ支援を拡大することが重要であり、これまでも、関連した事務連絡を発出 

しているところですが、今般、厚生労働省が省令改正を行い、住居確保給付金の支

給額の算定方法が変更されております。 

つきましては、下記内容にご留意の上、引き続き、生活困窮者自立支援制度主管

部局、民生部局等と連携し、住居を失うおそれがある方の居住安定確保を図ってい

ただきますようお願い致します。 

なお、管下市町村の住宅部局にも周知願います。また、以下送付先一覧に示す賃

貸住宅関係団体及び不動産関係団体に対しては、別途周知していることを申し添え

ます。 

 

記 

 

１.住居確保給付金の支給額の算定方法の変更について 

住居確保給付金については、これまでも事務連絡を発出し、変更点等についてお

知らせしているところです。 

今般、厚生労働省が省令改正を行い、住居確保給付金の支給額の算定方法が変更

されたところであり、別添のとおり「生活困窮者住居確保給付金の支給額に係る生

活困窮者自立支援法施行規則等の改正について」（令和２年７月３日厚生労働省社

会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室事務連絡）が発出されております。 

つきましては、貴都道府県管内の居住支援協議会及び居住支援法人に周知いただ

くとともに、引き続き生活困窮者自立支援制度主管部局、居住支援協議会及び居住

支援法人と連携のうえ、省令改正後の住居確保給付金、住宅確保要配慮者の入居を

拒まないセーフティネット住宅の情報や、公営住宅をはじめとした公的賃貸住宅等

の提供に努めること等により、住まいに不安を抱える方からの相談の対応や、住ま

いに困窮する方への支援を積極的に進めていただくようお願い致します。 

以 上 



【送付先一覧】 

（公社）全国賃貸住宅経営者協会連合会 （公社）全国宅地建物取引業協会連合会 

（公財）日本賃貸住宅管理協会     （公社）全日本不動産協会 

（一社）全国住宅産業協会       （一社）不動産流通経営協会 

（一社）不動産協会 

 



（ 別添）










